
 

   大分大学修学支援事業基金規程 

平成２８年６月６日制定 

平成２８年規程第４９号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人大分大学基金規程（令和３年規程第１０号）第４条第２項の

規定により，同項の特定基金として，大分大学（以下「本学」という。）に修学する学生の支援

について一層の推進を図るため，経済的理由により修学が困難な学生及び障害のある学生に対

する支援事業を発展・充実させることを目的として設置する，大分大学修学支援事業基金（以

下「基金」という。）の管理運用に関し必要な事項を定める。 
 

（修学支援事業） 

第２条 基金は，次の各号に掲げる修学支援事業の用に供するものとする。 

（１） 次に掲げる経済的理由により修学が困難な学生に対する事業 

ア 奨学金の給付 

イ 授業料等の減免 

ウ 海外留学等の支援 

エ 本学の補助的業務に従事する活動等に採用される機会の促進 

オ 外国人留学生及び日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的とした次

に掲げる支援 

（ア） 当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費の支援 

（イ） 民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の

支援 

（２） 障害のある学生に対して，個々の学生の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供する

ために必要な事業 

 

（管理及び運用） 
第３条 基金は，その目的に賛同して寄附された資金を寄附金として採納し，学長が管理する。 
２ 前条各号に規定する事業を実施するための経費は，基金及びその基金から生じる果実をもっ

て充てる。 
 

（事業計画） 
第４条 学長が指名する理事（以下「理事」という。）は，大分大学学生・留学生支援委員会（以

下「委員会」という。）で審議の上，第７条第２項に規定する会計年度ごとに事業計画を取りま

とめる。 
２ 理事は，前項の事業計画に基づき当該年度の事業資金の総額及び事業経費予算を決定する。 
３ 前項の事業経費予算は，第２条各号に規定する事業ごとに決定するものとする。 
４ 理事は，学長に事業経費予算について報告を行う。 
 

（事業経費の流用及び繰越し） 
第５条 前条第２項により決定した事業経費予算に過不足が生じた場合は，委員会で審議の上，

各事業間で流用することができる。 
２ 年度末において事業経費に残余が生じた場合は，基金に繰り入れるものとする。 
 
  （事業報告） 
第６条 理事は，当該年度の事業が終了した場合において，その決算を速やかに学長に報告する

ものとする。 
 
  （経理） 
第７条 基金の経理は，国立大学法人大分大学寄附金受入れ及び経理事務取扱規程（平成１６年

規程第５９号）の定めるところによる。 



 

２ 基金の会計年度は，４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
 （事務） 
第８条 基金に関する事務は，学生支援部学生・留学生支援課において処理する。 
 
  （雑則） 
第９条 この規程に定めるもののほか，基金に関し必要な事項は，学長が定める。 
 

   附 則  

この規程は，平成２８年６月６日から施行する。 

 

  附 則（令和２年規程第３４号） 

この規程は，令和２年４月１日から施行する。 

 
附 則（令和２年規程第５８号） 

 この規程は，令和２年８月２４日から施行する。 
 

附 則（令和３年規程第１２号） 

この規程は，令和３年３月２９日から施行する。 

 
附 則（令和６年規程第４７号） 

 この規程は，令和６年９月２５日から施行する。 


